
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

二

号

年
金
制
度
の
財
政
検
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年
金
制
度
の
財
政
検
証
と
所
得
代
替
率
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日
提
出
の
（
質
問
第
七
八
号
）
「
年
金
制
度
の
財
政
検
証
と
所
得
代
替
率
に
関
す
る
質
問
主
意

書
」
に
お
い
て
、
「
二
〇
二
〇
年
、
二
〇
三
〇
年
、
二
〇
四
〇
年
、
二
〇
五
〇
年
時
点
で
の
、
各
年
齢
階
層
（
六
十
五－

六
十

九
歳
、
七
十－

七
十
四
歳
、
七
十
五－

七
十
九
歳
、
八
十－

八
十
四
歳
、
八
十
五
歳
以
上
）
に
お
け
る
年
金
の
平
均
受
給
額

（
男
女
別
）
を
示
さ
れ
た
い
」
旨
の
質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
お
尋
ね
の
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お

い
て
試
算
し
て
い
な
い
た
め
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
書
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
試
算
が
困
難
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
は
財
政
検
証
の
プ
ロ
セ
ス
と
矛
盾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
財
政
検
証
で

は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
効
果
を
含
め
、
年
金
の
財
政
収
支
や
積
立
金
の
経
路
を
二
一
〇
〇
年
ま
で
計
算
し
て

い
る
。
こ
の
計
算
過
程
で
は
、
当
然
、
各
時
点
で
の
各
年
齢
階
層
の
受
給
額
の
推
計
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

推
計
が
な
い
場
合
、
そ
も
そ
も
年
金
の
財
政
収
支
や
積
立
金
の
経
路
は
計
算
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お
い
て
も
、
二
〇
二
〇
年
、
二
〇
三
〇
年
、
二
〇
四
〇
年
、
二
〇
五
〇

年
時
点
で
の
、
各
年
齢
階
層
（
六
十
五－

六
十
九
歳
、
七
十－

七
十
四
歳
、
七
十
五－

七
十
九
歳
、
八
十－

八
十
四
歳
、
八
十

五
歳
以
上
）
に
お
け
る
年
金
の
受
給
額
（
男
女
別
）
の
計
算
を
行
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
平
均
額

一



（
男
女
別
）
を
示
さ
れ
た
い
。

仮
に
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
年
金
の
財
政
見
通
し
の
基
礎
を
構
成
す
る
デ
ー
タ
を
試
算
せ
ず
し
て
ど
の

よ
う
に
し
て
正
し
い
財
政
検
証
が
可
能
と
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
国
民
が
納
得
で
き
る
よ
う
具
体
的
（
一
〇
〇
〇
字
以

上
）
文
章
に
て
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


